
事業名 とき 対象者・定員 内容・申し込み方法など

元気まる測定
お口のトラブルの原因

はこれかも!?
お口の細菌数チェック

11月10日、24日（水）
いずれか1日
午後9時30分～
11時30分

市内在住の18歳以
上のかた
先着各12人

内容 体力測定や生活習慣チェックの
結果をもとに健康づくりをアドバイス。
待ち時間にお口の正しいケア方法を
学ぶ
申し込み方法 電話で

健診結果に
ドキッとしたかたへ
あなたのための
ちょいやせ道場

11月30日～
令和4年3月15日
(火曜日・12回)
午前10時～正午　
※12月7日、14日、
　1月18日は午後1
時30分～3時30分

市内在住で腹囲、体
重、血圧、血糖、コレ
ステロール、中性脂
肪などの数値が気に
なるかた、またはＢＭＩ
24以上のかた
先着12人（初回申込
者を優先）

内容 健診結果の改善のために、医師、
保健師、管理栄養士、運動指導員と
一緒に運動実技などを行う
費用 無料
申し込み方法 電話で

軽度認知障がい※1
チェックテスト
あたまの元気まる

※1 認知症の前駆段階
であり、認知症ではあ
りません

10月は金曜日のみ
11月から月・金曜日
午前9時20分～
上記時間内で
電話による受検も可

市内在住で40歳以
上の要支援・要介護
認定を受けていない
かた
先着各7人

内容 約15分の簡単チェックで正常
老化（もの忘れ）と軽度認知障がいを
高い精度で判別。結果をもとに、保健
師が脳の活性化を促す方法をアドバ
イス
申し込み方法 電話で

　メタボリックシンドロームとは内臓脂肪症候群のことで、内臓肥満（腹囲）に加えて、脂
質・血圧・空腹時血糖値のうち2項目以上が基準値を外れた場合に該当します。そのままに
しておくと動脈硬化が進行し、心臓病や脳卒中の危険が高まります。市内の60歳以上の男
性の約3割が、メタボリックシンドロームに該当します。メタボリックシンドローム改善にも効
果的な「あなたのためのちょいやせ道場」を開催しますので、ぜひご参加ください。

ところ：保健福祉センター

11月17日（水） 午前10時から（１時間程度）
保健福祉センター クッキングルーム
管理栄養士による講話・実演、試食（希望者のみ）
※新型コロナウイルス感染拡大防止のため、
　託児、調理実習は見合わせます
生後4カ月以上の子を持つ保護者
先着15人　　費　用 無料

申し込み方法 10月18日(月)から電話で

離乳食教室（予約制）

10月21日（木）
午前9時30分～
11時30分
保健福祉センター

申し込み方法 電話で

まだまだ募集中！
10月の「元気まる測定」
秋はやっぱりウォーキング

と　き

ところ

　歯科医療機関に通院し、治療を受けることができない市民のかたを対象に訪問歯科診療を行います。

在宅等訪問歯科診療

と　き
ところ
内　容

対象者
定 員

こう  くう

診察、むし歯・歯周病の治療、入れ歯の修理、口腔衛生指導など
市内在住で、施設または在宅の寝たきり高齢者、心身障がい者、その他歯科医療機関に
通院することができないかた

申し込み方法 電話か直接　その他 診療には治療費がかかります

診療内容
対 象 者

スケジュールを
まとめて管理♪

保健福祉センター内健康課 ☎55-6800 （土・日曜日、祝・休日を除く午前8時30分～午後5時15分）
申し込み・問い合わせ先

すこやかな毎日をサポートします の市民相談月くらしのひろば
※の相談を除き、申し込みは不要です。相談室などへ直接お越しください。正午～午後1時、祝日はお休みです。

犯罪発生状況
刑 法 犯 19件（214件／△3件）
うち窃盗犯 　11件（130件／△3件）
火 災 発 生 0件（11件／△4件）
救急車出動 293件（1998件／51件）

人身交通事故
件 　 数 20件（156件／32件）
死 傷 者 24件（196人／39人）
うち死者 0人（0人／0人）

8月の犯罪・事故・火災など （本年の累計／前年同期比） 納期限のお知らせ

10月25日月 介護保険料・後期高齢者医療
保険料（普通徴収） 第3期

11月1日月 国民健康保険税（普通徴収）
4期

11月5日金 市・県民税（普通徴収） 3期

相談名 とき ところ・申し込み方法

経営※ 1日（税務）、4日（法律）、
10日（労務）、18日(情報化)

午後1時30分～4時（情報
化のみ午前10時～正午、午
後1時30分～4時30分）

商工会館 相談室
※電話（☎53-7111）で

お仕事探し 月～金曜日 午前9時～午後4時30分 市役所ふるさとハローワーク

消費生活 月・水・金曜日 午前9時～正午
市役所消費生活センター

火・木曜日 午後1時～4時
法律※1 5・12・19日（金） 午後1時30分～3時50分

市役所 市民相談室
※1  各開催日前週の火曜日の午前8時30分

から市役所暮らし政策課に電話（☎76-
8155）で。午前9時までに定員を超えた
場合は抽選

※2  開催日の前日正午までに市役所産業課
に電話（☎76-8185）で

※3  開催日の2日前までに市役所都市計画
課に電話（☎76-8158）で

不動産 10日（水） 午後1時～4時
登記 10日（水） 午前9時～正午
労働※2 18日（木） 午後1時～4時
行政 16日（火） 午後1時～3時

人権こまりごと 9日（火） 午前10時～正午
24日（水） 午後1時～3時

行政書士 25日（木） 午後1時～3時
建築※3 17日（水） 午前10時～正午
ひとり親家庭 月～金曜日 午前9時～午後4時 市役所こども課
保育 月～金曜日 午前9時～午後4時 市役所保育課
女性の悩みごと※ 2・16日（火） 午前10時～午後3時 保健福祉センター内子育て相談課

※電話（☎53-6101）でこども・子育て 月～金曜日 午前9時～午後4時
こどもの発達 月～金曜日 午前8時30分～午後5時

保健福祉センター内
こどもの発達センターにこにこ
※電話（☎53-6103）で

医師による
こどもの発達専門※ 10・24日（水） 午後2時～5時

言語聴覚士による
ことばの専門※ 17日（水） 午前9時～正午

臨床心理士による
こどもの心理専門※ 30日（火） 午前9時～正午

精神保健福祉士による
こころの健康※ 水曜日 午前10時～午後3時20分

保健福祉センター内健康課
※電話（☎55-6800）で栄養※ 26日（金） 午前9時～11時

保健師による健康 月～金曜日 午前9時～11時

労働者のための
こころの健康※ 22日（月） 午後2時～4時

瀬戸旭医師会館 相談室（瀬戸市西長根町）
※瀬戸地域産業保健センターに電話
　（☎84-1139）で

青少年と
その保護者の悩み
（スマイルダイヤル）

月～金曜日 午前9時～午後5時
中央公民館内少年センター

0120-48-7830
（携帯電話からは☎52-0700）
来所相談は事前に連絡。土曜日は電話
相談のみ

13・27日（土） 午前9時～午後4時30分

高齢者 月～金曜日 午前8時30分～午後5時 保健福祉センター内地域包括支援センター

成年後見制度※ 4日（木） 午後1時30分～4時15分
市役所 市民相談室
※ 尾張東部権利擁護支援センターに電話
　（☎75-5008）で

障がい者 月～金曜日 午前9時～午後5時 市役所障がい者基幹相談支援センター

生活の困窮※ 月～金曜日 午前9時～午後5時 市役所福祉政策課 ※電話（☎76-8139）で
来所相談は事前に連絡
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